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ＪＩＣＡ海外投融資に関する案件選択の指針 

 

平成２４年１０月１６日 

令和２年１１月１日改訂 

外務省国際協力局開発協力総括課 

財 務 省 国 際 局 開 発 政 策 課 

経済産業省貿易経済協力局通商金融課 

独立行政法人国際協力機構企画部 

 

１．基本的考え方 

○ 開発援助機関であるＪＩＣＡが「有償資金協力」として行う「開発

事業」への資金供給。（注１） 

○ 既存の金融機関では対応できない、開発効果の高い案件への対応

（新成長戦略（平成２２年６月１８日閣議決定））。 

〇 企業のニーズに透明性と予見可能性をもって迅速に対応する（イン

フラ海外展開に関する新戦略の骨子（令和２年７月９日経協インフ

ラ戦略会議決定））。 

 

２．対象分野 

上記基本的考え方を踏まえ、以下の２分野とする。 

○ インフラ・成長加速化 

○ ＳＤＧｓ（貧困削減、気候変動対策を含む） 

 

３．対象国 

ＯＤＡ対象国とする。 

 

４．取引形態による対象類型 

上記基本的考え方を踏まえ、取引形態に着目した以下の要件を設定し、

それらを考慮しつつ既存の金融機関では対応出来ない、開発効果の高い

案件であることを政府が確認する。なお、事業達成の見込みがあると認

められる場合に限る（ＪＩＣＡ法１４条３項）。 

 

（１）融資 

① 以下の２要件を満たすこと。 

○ 先導的案件であること。（注２） 

○ 案件実施について、ホスト国政府等に対してしかるべく事前の通報

が行われ、かつ原則回答が得られること。 
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② 加えて、リコース型案件及び協調融資案件においては、以下のとおり

とする。 

○ リコース型案件については、原則として、日本（日系）企業以外が

信用補完するもの。 

○ 協調融資案件については、以下のいずれかを満たすものとする。 

(ⅰ)相手先が地場金融機関のみのもの。 

(ⅱ）相手先が国際開発金融機関のみのもの。 

(iii)相手先が地場金融機関及び国際開発金融機関のみのもの。 

※ＪＩＣＡの譲許的条件（金利、期間、債権順位等の面）での融資

が既存の民間金融機関が行う資金の貸付け又は出資を質的に補

完することでこれを可能にする場合、民間金融機関との協調融

資が可能。 

 

（２）出資 

案件実施について、ホスト国政府等に対してしかるべく事前の通報が

行われ、かつ原則回答が得られること。なお、過去の実施案件の研究・

評価を踏まえ、既存金融機関では対応できない、開発効果の高い案件を

如何に選定するか事案ごとに慎重な検討が必要。 

 

５．ＪＩＣＡ海外投融資の案件審査プロセス（別紙フローチャート参照） 

（１）プロセス概要 

〇 ＪＩＣＡ海外投融資を希望する場合の窓口をＪＩＣＡに一本化す

る。 

〇 ＪＩＣＡは、申請企業等より提供される以下の必要情報が出揃い、

企業等から検討依頼が行われ次第、ＪＢＩＣ及び外務省・財務省・

経済産業省（以下、三省と言う。）に情報共有を行う。 

（全案件共通） 

 事業計画（資金計画、及びキャッシュフローの概要等）、本邦企

業が関与する場合その役割・関与形態、借入人・出資先の株主の名

称、ＪＢＩＣ先議の結論を得るべき特段の期限（入札期限等）があ

る場合にはその年月日 

（企業向け出融資） 

 借入人・出資先の財務諸表（直近３期、又は入手可能なもの） 

（事業向け出融資） 

 ホスト国政府の役割・関与形態を含めた事業スキーム 

〇 ＪＢＩＣは、上記の情報共有日から起算し１週間ないし２週間（カ
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レンダーベース）以内に採択の可否を判断し、ＪＢＩＣ先議を終え

る。 

○ ＪＩＣＡ、ＪＢＩＣ、三省間の情報共有の枠組みを設け、先議対象

案件の投融資申請からファイナンスクローズまで枠組み内で頻繁

に情報共有を行うことで、適切な進捗管理を図る。 

○ 個別案件の検討・審査の進捗状況について、各案件の申請企業等の

求めに応じて検討主体となっているＪＩＣＡもしくはＪＢＩＣか

ら説明を行う。 

 

（２）ＪＢＩＣ先議の要否 

予見可能性向上のため、ＪＢＩＣ先議の要否については、以下の分類

に従うこととする。 

① ＪＢＩＣ法上、ＪＢＩＣが対応不能な場合は、ＪＢＩＣ先議を不要と

する。 

＜ＪＢＩＣ先議を不要とする案件＞ 

●出融資先の事業の組成や財・サービスの供給・購入に日本企業が関

与しない等、日本企業の裨益が見込まれない開発案件向けの出融資

案件。 

（但し、地球温暖化の防止等の地球環境の保全を目的とする案件、国

際金融秩序の混乱の防止又はその被害への対処を目的とする案件を

除く。） 

 

② ＪＢＩＣ法上、ＪＢＩＣが対応可能だが、過去の事例に照らし、開発

性が強いとしてＪＩＣＡが対応してきた以下の類型の案件について

ＪＢＩＣ先議を行う場合、ＪＢＩＣはＪＩＣＡによる情報共有から

起算し１週間以内（カレンダーベース）に先議を終える。 

＜過去の事例に照らし、開発性が強いとしてＪＩＣＡが対応してきた

案件の目安（類型）＞ 

類型１：ＪＩＣＡ「協力準備調査（海外投融資）」由来の融資案件  

類型２：ＪＩＣＡ単独の（他の金融機関が参画しない）開発向け融

資案件 

類型３：国際開発金融機関からＪＩＣＡに持ち込まれた国際開発金

融機関との協調融資案件 

 

③ 上記①②に該当しない場合、ＪＢＩＣはＪＩＣＡによる情報共有か

ら起算し２週間以内（カレンダーベース）に先議を終える。 

（以 上）  
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（注１） 

●独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)は、開発途上にある海外

の地域(以下「開発途上地域」という。)に対する技術協力の実施、有償及び

無償の資金供与による協力の実施並びに開発途上地域の住民を対象とする

国民等の協力活動の促進に必要な業務を行い、中南米地域等への移住者の定

着に必要な業務を行い、並びに開発途上地域等における大規模な災害に対す

る緊急援助の実施に必要な業務を行い、もってこれらの地域の経済及び社会

の開発若しくは復興又は経済の安定に寄与することを通じて、国際協力の促

進並びに我が国及び国際経済社会の健全な発展に資することを目的とする。

（ＪＩＣＡ法第３条） 

●機構は、第 3条の目的を達成するため、次の業務を行う。 

（2）有償の資金供与による協力(資金の供与の条件が開発途上地域にとって

重い負担にならないよう金利、償還期間等について緩やかな条件が付されて

いるものに限る。以下「有償資金協力」という。)に関する次の業務を行う

こと。 

イ 条約その他の国際約束に基づく有償資金協力として、開発途上地域の政

府、政府機関若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)又は国際機関

その他の外務大臣が指定する者に対して、その行う開発途上地域の経済及び

社会の開発に寄与し、かつ、我が国との経済交流を促進するため必要と認め

られる事業(これらの事業の準備のための調査又は試験的実施を含む。以下

「開発事業」という。)の実施に必要な資金又は当該開発途上地域の経済の

安定に関する計画の達成に必要な資金を貸し付けること。 

ロ 我が国又は開発途上地域の法人その他の団体その他の外務大臣が指定す

る者に対して、その行う開発事業の実施に必要な資金を貸し付け、又は当該

事業の遂行のため特に必要があるときは出資をすること。（ＪＩＣＡ法第１

３条１項２号イ、ロ） 

●機構は、前条第１項第２号に規定する業務について、一般の金融機関が行

う資金の貸付け又は出資を補完し、又は奨励するよう行うものとし、これら

と競争してはならない。（ＪＩＣＡ法第１４条１項） 

●機構は、一般の金融機関が通常の条件により資金の貸付け又は出資を行う

ことが困難と認められる場合に限り、前条第一項第二号に規定する業務を行

うことができる。（ＪＩＣＡ法第１４条２項） 

●機構は、開発事業に係る事業計画又は前条第一項第二号イの経済の安定に

関する計画の内容が適切であり、その達成の見込みがあると認められる場合

に限り、同号に規定する業務を行うことができる。（ＪＩＣＡ法第１４条３

項） 
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（注２） 

●先導的案件とは、原則として、過去にホスト国の類似案件について非譲許

的条件での融資実績がない場合、あるいは過去に類似案件への融資実績があ

ったとしても、既存の民間金融機関による非譲許的な融資で現状対応できな

い場合。 

●ホスト国における今後の事業モデルとなりうる案件を形成することを通じ、

我が国企業の海外展開の可能性を拡大する役割を期待。 

 

 


